
指定地域 

 地域 

①  人口減少率が著しい地域  

九和小学校区に属する地域  

菊間小学校区に属する地域  

亀岡小学校区に属する地域  

吉海小学校区に属する地域  

宮窪小学校区に属する地域  

上浦小学校区に属する地域  

大三島小学校区に属する地域  

岡村小学校区に属する地域  

②  国の地

域振興

関連法

におい

て指定

する地

域 

 

(ア)過疎地域自立促進特別措置法（平

成12年法律第 15号）第２条第１項の規

定に基づき公示された過疎地域（同法

33条第１項又は第２項の規定により過

疎地域とみなされる区域を含む。）  

旧菊間町、旧吉海町、旧宮窪

町、旧伯方町、旧上浦町、旧

大三島町、旧関前村の地域  

(イ)山村振興法（昭和 40年法律第64号）

第７条第１項の規定に基づき指定され

た振興山村地域  

玉川町龍岡地区の地域  

(ウ)離島振興法（昭和 28年法律第72号）

第２条第１項の規定に基づき指定され

た離島振興対策実施域  

来島、小島、馬島、比岐島、

津島、鵜島、大下島、小大下

島 

 


